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第１条 (名称)  

本会は、ＥＦＥＬ(Everlasting Friendship through English Language)と称する。  

  

第２条 (事務局)  

   本会は、事務局を〒573-1008 大阪府枚方市御殿山南町 6-1 に所在する関西外国語大学ＥＳＳ 

(English Studying Society)(以下「ＥＳＳ」という)内におく。  

  

第３条 (会員) 本会は、次の会員で組織する。 

    １．正会員：関西外国語大学・同短期大学に在籍し、ESSに所属していた者。 

２．準会員:現役ＥＳＳメンバーを代表する若干名(ＥＦＥＬ事務局担当者を含む)。  

  

第４条 (目的)  

   本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とし、いかなる商業団体あるいは個人の利益を 

目的とする行為は、これを排除する。 

第５条 (活動)  

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の活動を行う。 

１．全ての会員相互の親睦、交流を促進する活動を企画、運営する。  

２．同期会や同世代会、あるいはエリア会等の活動の組織化を促進する。  

３．会員名簿を作成する。  

４．ホームページを開設し会報等の会員情報誌(メールマガジン)を発行する。  

５．ＥＳＳとの交流や後援活動を行う。但し、後援活動に関しては、ＥＳＳから要請があり、 

且つ役員会が必用と認めた場合にのみこれを行う。  

６．その他、前条目的達成のために役員会が必要と認めた活動。  

  

第６条 (役員)  

本会は、次の役員をおき役員会を構成する。役員は全て総会で選出し、その任期は２年とし、  

再任は妨げない。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。 

役員はスムーズな業務展開を行う為、別途実行委員を任命する。実行委員の任期は 2年とする、 

 

１．会長 １名  

２．副会長 ３名 （事務局担当、広報担当、会計担当） 

３．監査役 ２名  

 

 

第 7 条（役員の職務）  



１．会長は、本会を代表し、会務を統括する。総会および役員会の議長を務める。  

     ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。  

３．副会長（事務局担当）は、実行委員会を組織し、本会の事務局業務を行う。   

４．副会長（広報担当）は、実行委員会を組織し、本会の広報業務を行う。   

５．副会長（会計担当）は、本会の会計業務を行う。 

６．監査役は、会計監査を行い総会で報告する。他、役員会に出席し、会務が適法に運営さ 

れているか監視する。  

（名誉会員）  

      １．本会には名誉会員として相談役、顧問を置くことができる。  

２．名誉会員は、本会の運営に貢献した者を会長が推薦、役員会で承認し総会で報告する。   

３．相談役、顧問は必要に応じ、会長が会議への出席を求めることができる。   

 

第８条（総会および臨時総会）    

１．総会は、原則年一回開催され、次の事項を審議し、出席者の過半数をもつて議決する。 可 

否同数の時は、議長がこれを決する。 予め指定の書式をもつて決議への意思表示をした者

は、これを出席者とみなす。   

（１）役員の選出に関する事項   

（２）事業報告および収支決算ならびに事業計画および予算案に関する事項   

（３）会則の改定に関する事項   

（４）その他、役員会が必要と認めた事項   

２．臨時総会は、役員会が必要と認めた場合にこれを開く。   

３．総会および臨時総会は、会長が招集し、議長は会長が務める。   

４．総会は、会員夫々が遠隔地に点在することにより、インッターネット上での総会をもって 

これに代えることが出来る。   

  

第９条（会計および会計年度）  

１．本会の会計は、会費および寄付金その他をもつて充てる。  

２．会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもつて終了する。 

３．会計は田坪紀美さんに委嘱し、預金に関する代表者を副会長（会計担当）にする。   

   

第１０条（会員） 

  １．正会員は、年額１，０００円の会費を納める。複数年分一括納付を妨げない。  

準会員は、会費を免除される。   

２．会員は、住所、氏名、E‐mail アドレス、勤務先等登録内容に変更を生じた場合は、 

遅滞なく副会長(事務局担当)宛てに届け出る。  

 

 第１１条（個人情報の利用目的）  

会員から入手した個人情報は、当会からの連絡や行事の案内、質問に対する回答として、電子

メールや資料の送付に利用する。  



   

 

付  則  本会則は、平成２１年１１月２１日より施行する  

本会則は、平成２２年１１月６日に一部改正する  

本会則は、平成２４年１１月３日に一部改正する 

本会則は、平成２８年１０月２９日に一部改正する  

本会則は、平成２９年１１月１２日に一部改正する 

本会則は、平成３０年１０月２７日に一部改正する 

 


